
第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

１． 法的位置づけについて 

「第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」は、老人福祉法第 20 条の８第１項に基づき策

定することとなる「市町村老人福祉計画」と、介護保険法第 116条第１項による国の基本指針に

沿って、介護保険法第 117条第１項の規定に基づき策定する「市町村介護保険事業計画」の二つ

の計画を、老人福祉法第 20条の 8第 7項及び介護保険法第 117条第６項の規定に基づき、一

体的に策定するものとなります。 

「介護保険事業計画」は介護保険法第 117条第１項の規定に基づき、３年を１期として計画内

容を見直す必要があります。そのため、本年度、新たに令和３年度から令和５年度を計画期間と

する第８期計画の策定を行います。 

 

２． 計画見直しにおける基本的な考え方について 

（１） 2025年・2040年を見据えたサービス基盤・人的基盤の整備 

いわゆる団塊世代が 75 歳以上となる 2025（令和７年）年、更にはいわゆる団塊ジュニア世

代が 65 歳以上となる 2040（令和 22）年の高齢化の状況及び介護需要を予測し、第８期計画

で具体的な取組内容や目標を計画に位置付けることが必要となっています。 

なお、サービスの基盤整備を検討する際には介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備、

地域医療構想との整合性を図る必要があります。 

 

（２） 地域共生社会の実現 

「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦

割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と

人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を

ともに創っていく社会を目指すものです。この理念や考え方を踏まえた包括的な支援体制の整備

や具体的な取組が重要となります。 

 

（３） 介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防・健康づく

りの取組を強化して健康寿命の延伸を図ることが求められています。 

その際、一般介護予防事業の推進に関して「PDCA サイクルに沿った推進にあたってデータの

利活用を進めることやそのための環境整備」、「専門職の関与」、「他の事業との連携」を行うこと、

総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を作成すること、保険者機能強化推進交付金等

を活用した施策の充実・推進、在宅医療・介護連携の推進における看取りや認知症への対応強化

等を図ること、要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標設定等が重要となります。 
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（４） 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常

生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車

の両輪として施策を推進していく必要があります。 

具体的な施策として①普及啓発・本人発信支援、②予防、③医療・ケア・介護サービス・介護者

への支援、④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援、⑤研究開

発・産業促進・国際展開の５つの柱に基づいて施策が推進されています。 

運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消

や役割の保持等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆されていることを踏まえ、

予防に関するエビデンスの収集・普及とともに、通いの場における活動の推進など、正しい知識

と理解に基づいた予防を含めた認知症への「備え」としての取組が求められています。 

 

（５） 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

現状の介護人材不足に加え、2025（令和７）年以降は現役世代（担い手）の減少が顕著とな

り、地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保が大きな課題となります。 

このため、第８期計画に介護人材の確保について取組方針等を記載し、計画的に進めるととも

に、都道府県と市町村とが連携しながら進めることが必要です。 

さらに総合事業等の担い手を確保する取り組みや、介護現場の業務改善や文書量削減、ロボッ

ト・ICT の活用の推進等による業務の効率化の取り組みを強化することが重要となっています。 


